
第５回地産地消給食等メニューコンテスト実施要領 

 

第１ 趣旨 

 地産地消は、地域の生産者と消費者を結び付け、食料自給率の向上を図る上で重要であ

るほか、直売所や加工などの取組を通じて農業の６次産業化による地域の活性化にもつな

がるものとして一層の推進が求められている。 

 このため、学校給食や企業の社員等を対象に提供される給食、不特定多数の消費者を対

象に提供される外食等において、生産者との交流促進等の地産地消の取組を伴った地場農

林水産物を使ったメニューに関するコンテストを開催し、表彰されたメニューや地産地消

の取組内容を広く紹介することにより、自主的な取組を促進し地域の地産地消の推進に資

するものとする。 

 

第２ 実施主体 

  このコンテストは、農林水産省が実施する。 

 

第３ コンテストの部門 

  コンテストは、次の２部門について実施する。 

 １ 学校給食・社員食堂部門 

学校給食を調理している学校及び学校給食を提供している学校給食センター等並びに

企業の社員等を主な対象として給食を提供している事業者による地産地消メニューの提

供の取組。 

なお、本部門には、幼稚園、保育所、病院、老人福祉施設、官公庁等を主な対象とし

て給食を提供している事業者による地産地消メニューの提供の取組を含むものとする。 

 ２ 外食・弁当部門 

不特定多数の消費者を対象として食事や弁当を提供する事業者による地産地消メニュ

ーの提供の取組。 

 

第４ コンテストの参加者 

コンテストの参加者は、次の１～４までに掲げる条件の全てを満たす者とする。 

なお、「地場農林水産物」とは、メニューを提供している学校や事業所等が所在する

都道府県内で生産された農林水産物とする。ただし、地域の実情に応じて、当該都道府

県の近隣の都道府県で生産された食材を含み得るものとする。 

１ 地産地消メニューの食材として、地場農林水産物を利用していること。 

２ 地産地消メニューを継続的に提供していること。 

３ 地産地消メニューの食材として地場農林水産物を安定的に調達するため、学校や事 

業所等が所在する地域の生産者等と連携しているなどの取組があること。 

４ 児童や保護者、喫食者等に対する食育や地域農業等への理解促進の取組があること。 

 



第５ 応募 

  １  応募期間 

   平成２４年５月１５日（火曜日）から平成２４年７月６日（金曜日）まで 

 ２ 応募方法 

別紙１の応募様式に必要事項を記入し、応募期間中に、地産地消メニューを提供する

主たる区域を管轄する地方農政局等（地方農政局、北海道農政事務所又は内閣府沖縄総

合事務局をいう。以下同じ。）の地産地消担当部署（別紙３）に提出することとする。 

  ３  応募書類の提出 

応募書類の提出を受けた地方農政局等は、農林水産省食料産業局長（以下「食料産業

局長」という。）に平成２４年７月１３日（金曜日）までに提出することとする。 

 

第６ 審査 

  １  表彰の適正かつ円滑な実施を確保するため、地産地消や学校給食等に関し学識経験等

を有する委員で構成する審査委員会を設置する。 

２  審査委員会の長（以下「委員長」という。）は、委員の互選によりこれを定める。 

  ３  審査委員会では、提出された事例について、別紙２の基準に照らし、書類審査を行い、

表彰の候補を決定する。 

なお、必要に応じ、応募者又はその関係者に応募内容についての問い合わせをするこ

とがある。 

 ４  その他、審査委員会の運営に関して必要な事項は、食料産業局長が定めるものとする。 

 

第７ 表彰の種類 

表彰の種類は次のとおりとする。 

  農林水産大臣賞         ２点以内    

  文部科学大臣賞         １点（予定）   

  食料産業局長賞     数点  

審査委員特別賞     数点 

 

第８ 結果の通知 

  各賞に選ばれた応募者については、地産地消メニューを提供する主たる区域を管轄する

地方農政局等の地産地消担当部署から通知することとする。 

  なお、それ以外の応募者については農林水産省ホームページでの結果の公表をもって通

知に代えるものとする。（公表については１０月頃を予定。） 

 

第９ 表彰を受けた者の公表 

農林水産省は、表彰された者の概要等を取りまとめ、広く関係方面に配布するとともに、

農林水産省ホームページに掲載するものとする。 

 



第10 庶務 

コンテストに係る庶務は、文部科学省の協力を得て、食料産業局産業連携課が行うもの

とする。 

 

第11 その他 

このコンテストの実施に関し必要な事項は、食料産業局長が定めるものとする。 



別紙１ 

地産地消給食等メニューコンテスト応募用紙 

               ふりがな   

都道府県名：          応募者の名称：                     

連絡先 

   〒：                                              

   電話：                                ＦＡＸ：                                 

   担当者：                       E-mail：                         
 

地産地消メニューの提供場所（区域） 

   場所：                                                                                       

   学校や事業所、店舗等の名称：                                                             

 
地産地消メニューの名称（献立名）                            
 

本メニューの提供開始時期：     年    月 
 
本メニューの１食の価格（学校給食にあっては材料費）：          円/食 

 

本メニューの直近１年間の提供数（販売数）：総提供数      （ 月～ 月） 

1日当たり提供数           
 

献 立※１ 材 料 名※２ 分量（ｇ）※３ 作 り 方 
      

※１：献立は、主食→主菜→副菜→汁物→その他（果物、デザート等）の順で記入下さい。 
   なお、学校給食については、主食→牛乳→主菜→副菜→汁物→その他（果物、デザート等）の順で記入

下さい。 
※２：材料名のうち、地場農林水産物を利用するものは、左の欄に○をつけて下さい。 
※３：分量は、１人前当たりで記入下さい。なお、小学校の場合は中学年の数量で記入下さい。 



 
地産地消メニューについて 

 
 

＜地産地消メニュー献立の写真＞ 
＊デジタルカメラで撮影したものを掲載してください。 
 

（地産地消メニューの特徴） 

 

＊児童や喫食者等に愉しんでもらうための工夫、地域の特性を活

かした独自の工夫、新規性など、地産地消メニューの特徴を記

載してください。 



 
地産地消メニューの提供者の活動について 

 

○ 下記の事項について、応募者の具体的な取組、創意工夫の内容を２枚（Ａ４版）以内で記述してください。

   取組内容の記述に際し、可能なものは、できる限り数値（量、金額、点数、回数、人数、期間、割合等）
を用いてください。 

 
○ 補足説明資料として、応募者の取組内容を示す資料（写真、図表等を含む）を適宜添付してください。 
 
 
１ 提供者に対する食育や地域農業等の理解などに向けた取組への活用 

（例：地場農林水産物に関する情報提供、環境問題に対する理解の増進、生産者との交流促進 等） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ２ 地域の農林水産業の活性化への寄与 

（例：年間（四季）を通じた地場農林水産物の利用、地場産の食材の特徴を活かした地産地消メニュー
の提供、地域の生産者との連携 等） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（学校給食のみ） 
 
○栄養価 

エネルギー たんぱく質 脂質 脂質（％） カルシウム マグネシウム 鉄 

kcal ｇ ｇ ％ mg ｍｇ ｍｇ

              

亜鉛 ビタミンＡ ビタミン B1 ビタミン B2 ビタミンＣ 食物繊維 食塩相当量

ｍｇ μgRE ｍｇ ｍｇ ｍｇ ｇ ｇ

              

 
注１：小学校に給食を提供している場合には、中学年の数値を記入下さい。 
注２：学校給食センターで小学校と中学校両方に給食を提供している場合には、小学校中学年の数値 
   を記入下さい。 
注３：応募されたメニューの栄養価の計算根拠がわかる資料を添付して下さい。 
 
 
○施設の衛生管理について 
 

 
施設建設年月日 

 
    年  月  日 
 

 
施設の状況 
（該当するほうに○をつける） 
 

 
 
ドライシステム   ウェットシステム 

 

 
運用方法 
（該当するものに○をつける） 

 
常時ドライ運用 
ドライ運用ではない時間帯がある 
その他（ドライシステム運用） 

 

 
学校給食衛生管理の基準に合わせた運用、
調理をしているか 
（該当するほうに○をつける） 
 

 
 
している      していない 

 
衛生管理基準に定められている諸帳簿等
の整備 
（該当するほうに○をつける） 
 

 
 
整備している    整備していない 

 
その他特記事項 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



別紙２ 

地産地消給食等メニューコンテストの審査基準 

項 目 判定 

① 地産地消メニューの内容が優れているか。 

（例） 

・ 地産地消メニューの内容が、児童や喫食者が愉しめるものとなってい

るか。 

・ 地産地消メニューの内容が、地域の特性を生かした独自の工夫や、新

規性を有するものであるか。 

・ 学校給食については、地産地消メニューの内容が文部科学省学校給食

摂取基準に準じており、かつ、調理場の衛生管理が適正に行われてい

るか。 

・ コストや提供する価格は適当なものとなっているか。 

 

Ａ 優れている 

Ｂ 普通 

Ｃ 優れているとは 

いえない 

② 提供者に対する食育や地域農業等への理解などの取組に生かされてい

るか。 

（例） 

・ 食材として利用されている地場農林水産物について、提供者に分かり

やすく情報提供されているか。 

・ 食を通じて、環境保全や資源循環などの環境問題に関する理解の増進

が図られているか。 

・ 地産地消メニューの提供を通じて、提供者と生産者との交流が図られ

ているか。 

 

Ａ 優れている 

Ｂ 普通 

Ｃ 優れているとは 

 いえない 

③ 地域の農林水産業の活性化に寄与しているか。 

（例） 

・ 年間（四季）を通した地場農林水産物の利用やその食材としての特徴

を活かした地産地消メニューの提供に取り組んでいるか。 

・ 食材を安定的に調達するために、地域の生産者等と連携しているか。 

 

Ａ 優れている 

Ｂ 普通 

Ｃ 優れているとは 

 いえない 

 

 



                                          別紙３  

地産地消給食等メニューコンテスト 応募書類の提出先一覧 

 
 
 
ブロック 

 
担当都道府県 

 
応募書類の提出先 

 
北海道 

 
 
 

 
北海道 
 
 
 

 
北海道農政事務所 農政推進部 経営・事業支援課 
〒０６０－０００４ 
 北海道札幌市中央区北４条西１７丁目１９－６ 
 

 
東 北 

 
 
 

 
青森、岩手、宮城、
秋田、山形、福島 
 
 

 
東北農政局 経営・事業支援部 事業戦略課 
〒９８０－００１４ 
 宮城県仙台市青葉区本町３－３－１ 仙台合同庁舎 
 

 
関 東 

 
 
 

 
茨城、栃木、群馬、
埼玉、千葉、東京、
神奈川、長野、 
山梨、静岡 

 
関東農政局 経営・事業支援部 事業戦略課 
〒３３０－９７２２ 
 埼玉県さいたま市中央区新都心２－１ 
  さいたま新都心合同庁舎２号館 
 

 
北 陸 

 
 

 
新潟、富山、石川、
福井 
 

 
北陸農政局 経営・事業支援部 事業戦略課 
〒９２０－８５６６ 
 石川県金沢市広坂２－２－６０ 金沢広坂合同庁舎 
 

 
東 海 

 
 

 
愛知、岐阜、三重 
 
 

 
東海農政局 経営・事業支援部 事業戦略課 
〒４６０－８５１６ 
 愛知県名古屋市中区三の丸１－２－２ 
 

 
近 畿 

 
 

 
滋賀、京都、大阪、
兵庫、奈良、 
和歌山 

 
近畿農政局 経営・事業支援部 事業戦略課 
〒６０２－８０５４ 
 京都府京都市上京区西洞院通下長者町下ル丁子風呂町 
 

 
中国四国 

 
 

 
鳥取、島根、岡山、
広島、山口、徳島、
香川、愛媛、高知 

 
中国四国農政局 経営・事業支援部 事業戦略課 
〒７００－８５３２ 
 岡山県岡山市北区下石井１－４－１ 岡山第２合同庁舎 
 

 
九 州 

 
 

 
福岡、佐賀、長崎、
熊本、大分、宮崎、
鹿児島 

 
九州農政局 経営・事業支援部 事業戦略課 
〒８６０－８５２７ 
 熊本県熊本市西区春日２－１０－１ 
 

 
沖 縄 

 
 

 

 
沖縄 
 
 
 

 
内閣府沖縄総合事務局 農林水産部 食品・環境課 
〒９００－０００６ 
 沖縄県那覇市おもろまち２－１－１  

那覇第２地方合同庁舎２号館 
 

      


